
                                                          

野生鳥獣（イノシシ以外）捕獲の許可申請について 
 

 

野生鳥獣（イノシシ以外）の捕獲については、被害内容や捕獲方法により許可申請の内容が 

異なりますので、下記フロー図にて申請方法をご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

※1）他者からの依頼を受けて捕獲等を実施する場合、上記に加えて「被害の防止の目的

での捕獲依頼書」をご提出ください。 

※2）銃器を使用する場合、班を構成する必要があります。 

(１班１５人以内・二ホンジカは３人以上) 

 

農業被害や生活被害があるため、野生鳥獣を捕獲したい 

小型の箱わな・つき

網・手捕りで捕獲する 

くくりわな・囲いわな・網・

銃器を使用して捕獲する 

＜申請書類＞※1 

①鳥獣捕獲等許可申請書 

②被害の防止の目的での捕獲 

実施計画書 

③捕獲実施区域図（様式任意） 

 
 

＜申請書類＞※1 

①鳥獣捕獲等許可申請書 

②被害の防止の目的での捕獲実施計画書 

③捕獲実施区域図(様式任意) 

④使用する猟具の狩猟免状(狩猟免許)の写し 

⑤使用する猟具の狩猟者登録証の写し 

（銃器を使用する場合）※2 

⑥使用する銃の銃砲所持許可証（銃手帳）の写し 

 

アライグマ・ハクビシン・ヌートリア・ 

タヌキ・ イタチ（オス） ・ノウサギ・ 

ハシブトカラス・ドバト・スズメ等 

サル・シカ等 


